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都市計画決定に係る協議におけ
る県同意の廃止

町村 法 19③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2020.3.3閣議決定

土地の試掘の許可等 法 26① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 移譲済み→「第２次一括法（市）」

事業予定区域内の建築許可等 法 52の2① ～ 52の2② ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ 移譲済み→「第２次一括法（市）」
都市計画施設区域内の建築許可
等

法 53① ～ 57④ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 移譲済み、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

遊休土地転換利用促進区域内に
おける措置等

法 58の4 ～ 58の11 ◎ ◎ ◎

都市計画事業施行地区内の建築
許可等

法 65① ～ 65③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 移譲済み、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

施行者に対する監督処分等 法 80① ～ 82① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 移譲済み、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

届出及び申出の受理等 法 4① ～ 6③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑲ ㉓ ㉓ ㉒ ㉑ H21重点移譲項目、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法
（市）」

屋外広告物の設置許可等 条例 8 ～ 35 ◎ ㉑ ⑳ ㉖ ㉙ ㉘ ㉗ ㉑ ㉑

違反簡易広告物の除却 法 7② ～ 8④ ◎ ㉒ ㉑ ⑳ ㉖ ㉚ ㉙ ㉙ ㉘ ㉑ ㉓ ⑳ ㉑ ㉑ ㉑ ㉑

盛土
等

宅地造成及び特定盛土等規制法
に基づく許可等

法 12① ～ 44 ◎

個人施行者に関する認可等 個人 法 4① ～ 13① ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし、見附市（H25～）、
十日町市及び燕市（H27～）10ha未満）

土地区画整理組合に対する認可
等

組合 法 14① ～ 49 ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし、見附市（H25～）、
十日町市及び燕市（H27～）10ha未満）

区画整理会社に対する認可等 会社 法 51の2 ～ 51の13 ◎ ◎ ◎ ㉙ 個人・組合・会社→「第１次勧告（市）」

個人
組合

法 ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし、見附市（H25～）、
十日町市及び燕市（H27～）10ha未満）

会社 法 ◎ ◎ ◎ ㉙ 個人・組合・会社→「第１次勧告（市）」

個人
組合

法 136 ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし、見附市（H25～）、
十日町市及び燕市（H27～）10ha未満）

会社 法 136 ◎ ◎ ◎ ㉙

土地区画整理組合の賦課金等の
滞納処分の認可

組合 法 41④ ㉓ ㉓ ㉘ ㉓ ㉓ ㉓ ㉓
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし）

個人
組合

法 124① ～ 125⑦ ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭
特例移譲は、施工面積５ha未満
（三条市（H29～）面積制限なし、見附市（H25～）
10ha未満）

会社 法 125の2① ～ 125の2⑤ ◎ ◎ ◎ ㉙ 個人・組合・会社→「第１次勧告（市）」

処分に対する審査請求 組合 法 127の2① ◎ ◎ ◎ ㉑

個人
組合

法 76① ～ 76⑤ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 移譲済み、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

会社 法 76① ～ 76⑤ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ㉗ 「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

市町村 法 76① ～ 76⑤ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ㉗ 「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

凡例：
◎　法定移譲
○　特例条例による移譲（平成は〇、令和は□囲い）
　○第１次移譲（H９事務委任）→H12移譲：⑫
　○第２次移譲　→H14移譲：⑭
　○第３次移譲　→H19～移譲：⑲～
　●新潟市の政令市移行に伴う任意移譲　→⑲

担当課 事業 事務・権限の内容
対象
事業

法令
区分

条項

対象市町村
　　　　　　　　備　　考
※地方分権改革推進委員会の第１次勧告（Ｈ２０．５．２８）で権
限移譲を行うべきとされた事務→「第１次勧告（○）」と参考に付
記。

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律」により法定移譲された事
務→「第２次一括法（○）」と参考に付記。

特例市 特定行政庁 一般市 町村(都計区域) 町村

都　市
政策課

都市
計画

公拡法
土地の先買い関係

屋外
広告

都　市
整備課

土地
区画
整理

事業認可関係

換地計画に係る認可等
86①、97①、103③④

86①、97①、103③④

農業会議に対する意見聴取

監督関係

施行者に対する監督等

審査請求関係

建築許可関係

施行地区内の建築行為等に対す
る許可

都市政策課及び都市整備課所管事務権限の移譲状況（令和８年４月１日）

□5
□5

 



政

新

潟

長

岡

上

越

三

条

柏

崎

新

発

田

小

千

谷

加

茂

十

日

町

見

附

村

上

燕

糸

魚

川

妙

高

五

泉

阿

賀

野

佐

渡

魚

沼

南

魚

沼

胎

内

聖

籠

弥

彦

田

上

阿

賀

湯

沢

出

雲

崎

津

南

刈

羽

関

川

粟

島

浦

凡例：
◎　法定移譲
○　特例条例による移譲（平成は〇、令和は□囲い）
　○第１次移譲（H９事務委任）→H12移譲：⑫
　○第２次移譲　→H14移譲：⑭
　○第３次移譲　→H19～移譲：⑲～
　●新潟市の政令市移行に伴う任意移譲　→⑲

担当課 事業 事務・権限の内容
対象
事業

法令
区分

条項

対象市町村
　　　　　　　　備　　考
※地方分権改革推進委員会の第１次勧告（Ｈ２０．５．２８）で権
限移譲を行うべきとされた事務→「第１次勧告（○）」と参考に付
記。

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律」により法定移譲された事
務→「第２次一括法（○）」と参考に付記。

特例市 特定行政庁 一般市 町村(都計区域) 町村

都市政策課及び都市整備課所管事務権限の移譲状況（令和８年４月１日）

市街地再開発促進区域における
建築許可等

法 7の4① ～ 7の7③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

第一種市街地再開発事業施行区
域に係る建築許可等

法 66① ～ 66⑧ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

第一種市街地再開発事業に係る
行政代執行等

法 98② ～ 98③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ 移譲済み、「第２次一括法（市）」

第二種市街地再開発事業に係る
行政代執行等

法 118の27② ◎ ◎ ◎ ㉑ ㉔

施行者に対する措置命令
（検査なし）

個人
組合
会社

法 124③ ⑭ ㉑ 「第１次勧告（指定都市）」

個人
組合

法 124の2① ～ 125⑦ ⑭ ㉑ 「第１次勧告（指定都市）」

会社 法 125の2① ～ 125の2③ ⑲

個人
組合

法 124の2② ～ 125④ ⑲

会社 法 125の2④ ～ 125の2⑤ ⑲

個人施行者に関する認可等 個人 法 7の9① ～ 7の20① ⑲

市街地再開発組合に対する認可
等

組合 法 11① ～ 49 ⑲

再開発会社に対する認可等 会社 法 50の2① ～ 50の15① ⑲ 個人・組合・会社→「第１次勧告（指定都市）」

権利変換計画に係る認可等
個人
組合
会社

法 72① ～ 72④ ⑲ 個人・組合・会社→「第１次勧告（指定都市）」

審査委員の承認等
個人
会社

令
4の2③
22の３

⑲

認可事項等の掲示
個人
組合
会社

省令 39② ～ 39⑤ ⑲

特定建築者決定の承認等
個人
組合
会社

法
99の3③
99の8⑤

⑲

施行者以外による施設建築物建
築の承認

個人
組合
会社

法 118の28② ⑲

特定施設建築物が計画に従つて
建築されない場合の措置

法
99の8⑤
(98②)

⑲

都　市
整備課

市街地
再開発

市街地再開発促進区域関係

第一種市街地再開発事業施行区域に
係る建築許可関係

行政代執行関係

監督関係

施行者に対する検査及び措置命
令等

市街地再開発の新潟市への移譲「⑲」とは、全て
政令指定都市移行に伴う単独の任意移譲(特例条例
による移譲）
「第１次勧告（指定都市）」

認可の取消等

事業認可関係

市街地再開発の新潟市への移譲「⑲」とは、全て
政令指定都市移行に伴う単独の任意移譲(特例条例
による移譲）

施設建築物関係

行政代執行関係
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凡例：
◎　法定移譲
○　特例条例による移譲（平成は〇、令和は□囲い）
　○第１次移譲（H９事務委任）→H12移譲：⑫
　○第２次移譲　→H14移譲：⑭
　○第３次移譲　→H19～移譲：⑲～
　●新潟市の政令市移行に伴う任意移譲　→⑲

担当課 事業 事務・権限の内容
対象
事業

法令
区分

条項

対象市町村
　　　　　　　　備　　考
※地方分権改革推進委員会の第１次勧告（Ｈ２０．５．２８）で権
限移譲を行うべきとされた事務→「第１次勧告（○）」と参考に付
記。

※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律」により法定移譲された事
務→「第２次一括法（○）」と参考に付記。

特例市 特定行政庁 一般市 町村(都計区域) 町村

都市政策課及び都市整備課所管事務権限の移譲状況（令和８年４月１日）

代行開始の決定等 法 112 ～ 118の30① ⑲

処分に対する審査請求
組合
会社

法 128① ⑲

管理規約の認可
個人
組合
会社

法 133① ⑲

固定資産税の減免対象となる施
設建築物の同一認定

個人
組合
会社

令 53② ⑲

施行者(予定者を含む）の施行地
区内への立入許可等

個人
組合
会社

法 60① ～ 62② ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 「第２次一括法（市）」

再開発事業計画の認定等 法 129の2 ～ 129の9② ◎ ◎ ◎ ㉑

促進区域内における建築許可等 法 21① ～ 22⑤ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ 移譲済み、21条→「第１次勧告（市）」→「第２次一括法
（市）」

地区内における建築許可等 法 5① ～ 6② ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 「第１次勧告（市）」→「第２次一括法（市）」

復興推進地域内の建築許可等 法 7① ～ 8⑤ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ㉒ ㉒ H21重点移譲項目、「第１次勧告（市）」→「第２次一括法
（市）」

都　市
整備課

市街地
再開発

代行関係

審査請求関係

管理規約関係

税法関係

施行者に対する許可関係

再開発事業計画関係

地方
拠点
都市

建築許可関係

流通
業務
市街地

建築許可関係

被災
市街地

建築許可関係

 


